
様式第３ 

会  議  録 

 

会   議   名 令和４年度野田市男女共同参画審議会 

議題及び議題毎の 

公開又は非公開の別 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）第４次野田市男女共同参画計画の施策の進捗 

状況及び成果目標の達成状況について（報告） 

日       時 
令和４年１２月２０日（火） 

 午後１時３０分から午後２時５０分まで 

場       所  市役所８階 大会議室 

出 席 者 氏 名 

委 員  

飯塚 忠明   髙倉 明実   平野 博幸 

 和子   横川 しげ子  芝元 理恵子 

田中 恵子   国松 実枝子  筒井 圭子 

小川 恵美   出井 康裕   清水 宏子 

事務局 

市長            鈴木 有 

副市長           今村 繁 

福祉部長          小林 智彦                                                                 

PR推進室長          卓哉 

企画調整課長        中村 正則 

総務課長          寺門 洋行 

人事課長          山本 茂 

行政管理課長        代田 明洋 

管財課長          大月 聡 

営繕課長          中村 利夫 

市民生活課長        田中 洋介 

防災安全課長        森下 元博 

商工労政課長        海老原 孝雄 

農政課長          富山 勝之 

スポーツ推進課長      茂木 大介 

清掃計画課長        小沼 京治 

生活支援課長        松本 和博 



障がい者支援課長      伊原 誠宏 

高齢者支援課長       山口 忠司 

児童家庭課長        小林 利行 

保育課長          武田 真弓 

子ども家庭総合支援課長   渡邉 宏治 

保健センター長       池田 亜由美 

生涯学習課長        安藤 剛行 

青少年課長         善方 浩子 

指導課長          間々田 英示 

子ども家庭総合支援課分室長 龍野 淳 

消防総務課長        田中 徳寿 

 

人権・男女共同参画推進課長 宮﨑 英雄 

同        課長補佐 東風谷 一 

同   課長補佐兼啓発係長 髙塚 和枝 

同   副主幹兼関宿会館長 鈴木 利明 

欠 席 委 員 氏 名  原口 立 佐喜川 貞子 園田 有紀 小沼 望 

傍   聴   者 なし 

非 公 開 の 事 由   なし 

 

令和４年度野田市男女共同参画審議会の審議結果（概要)

は、次のとおりである。 

 

人権・男女共

同参画推進

課課長補佐 

令和４年度第１回野田市男女共同参画審議会を開会する。 

議事に先立ち、委員委嘱後初の審議会であることから、委

員を紹介し、１６名中１２名出席で４名の委員が欠席してい

るが、過半数の委員が出席しており、野田市男女共同参画審

議会条例第６条第２項の規定により、本審議会が成立してい

ることを報告する。 

次に事務局職員を紹介し、本日配布の資料を確認する。 

会議の公開及び傍聴、会議資料及び会議録の公開について

説明する。会議録作成のため録音機を使用すること、会議内

容の視覚化のため音声文字変換機を使用すること、過去の審

議会において、会議録における発言委員の氏名の公表、会議

資料・会議録・委員名簿のホームページ公開が決定している

ことについて了承していただく。 



市長 ＜挨拶＞ 

人権・男女共

同参画推進

課課長補佐 

議題１ 会長・副会長の選出について 

市長に仮議長をお願いする。 

市長 会長、副会長の選出は野田市男女共同参画審議会条例第５

条第２項に「会長及び副会長は委員の互選により選任する」

と規定されているが、その選任方法について伺う。 

国松委員 指名推選はいかがか。 

市長 指名推選の意見があったが異議はないか。 

 ＜異議なしの声あり＞ 

市長 異議がないため、指名推選により行うこととする。 

推選をお願いする。 

国松委員 前会長の横川さんにお願いしたい。 

市長 横川しげ子委員との推薦があったが異議はないか。 

 ＜異議なしの声あり＞ 

市長 異議がないため、会長は横川しげ子委員を選出する。 

会長が決定したため、議長を交代する。 

人権・男女共

同参画推進

課課長補佐 

横川委員へ、席の移動と会長就任挨拶をお願いする。 

横川会長 ＜会長就任挨拶＞ 

横川会長 副会長の選出方法について伺う。 

国松委員 会長一任でよいのではないか。 

横川会長 会長一任との意見があったが異議はないか。 

 ＜異議なしの声あり＞ 

横川会長 副会長は、会長一任となる。 

副会長に、石原和子委員を指名する。 

 

人権・男女共

同参画推進

課課長補佐 

石原委員へ、席の移動と副会長就任挨拶をお願いする。 

石原副会長 ＜副会長就任挨拶＞ 



人権・男女共

同参画推進

課課長補佐 

市長が公務により退席する旨を告げる。 

 ＜市長退席＞ 

横川会長 議題２ 第４次野田市男女共同参画計画の施策の進捗状

況及び成果目標の達成状況（報告）について 

事務局からの報告を求める。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

＜資料に基づき、第４次野田市男女共同参画計画の取組状

況を説明＞ 

出井委員 時間がない中、書かれていることを説明するものであって

は、全く時間の無駄ではないかと思うのですよ。お忙しい中

副市長以下、各部から地位のある方が出席されている中、こ

の場ではＱ＆Ａ、我々審議委員の持っている質問に対する回

答に費やした方がいいのではないかと思うのですがいかが

ですか。今までどのようにやってこられたのか、私新規なの

で分かりませんが、時間節約という観点であれば、そちらの

方が有益になるのじゃないかと思いますがいかがでしょう

か。すみませんが、図っていただきたい。 

横川会長 出井委員の発言に対し、他の委員から意見を求める。 

国松委員 間（あいだ）でいいと思うのです。特色とか何とかね、そ

ういうふうな要点に基づいた説明をまずしてもらって、その

後で大いに活発なＱ＆Ａをやった方がいいと思います。 

横川会長 それでは今、そのようなご意見を頂きましたが、三つの形

がとられるかと思います。今のまま続けていくのか、また、

国松委員のおっしゃったその間の形、もう少し簡潔なご説明

を頂いた後に、Ｑ＆Ａ、又はもうここで説明は終わりにして、

Ｑ＆Ａをすぐに入るという形になりますが。 

出井委員 すみません。誤解のないように申し上げたいのですけれど

も、私が提案しているのは前提があって、各審議委員が、若

しくはこちらに並んでいらっしゃる部課長の方々がですね、

この資料を読み込んでいるということが前提です。読み込ん

でいないということであればですね、当然一つ一つ説明して

いただく必要があるのですけれど。少なくとも審議委員は全

部読み込んできているというふうに理解しています。そうで



ないのであれば、中途半端にやるのじゃなくて今までのよう

に説明を行っていただいた方が良いかと思いますけれど、今

後の会のあり方に関係があると思うので、あえて提案させて

いただきました。 

横川会長 

はい、ありがとうございます。 

それでは、これを御理解しているかどうか。と、いうこと

を先に伺った方がよろしいでしょうか。 

出井委員 
理解しているかどうかじゃなくて 読んでいるかどうかと

いうことで。 

横川会長 読んでいるかどうかということ。 

出井委員 その方が我々にとっても有益なのではないかと。 

横川会長 

その方が割と委員の皆様には前もって配られております

ので、こちらを読んできているかと思います。また、市の

職員の皆様方に関しましても、内容に関しましては、いか

がでしょうか。お分かりのようでしたら、このまま質問と

いう形にさせていただきますが、いかがでしょうか。 

また国松委員のおっしゃった、もう少し簡潔にした上で説

明するという形、その二つに絞ってよろしいでしょうか。 

飯塚委員 

私も新規なのですけれど。 

先ほど課長さんの方からご説明ありましたけれども、３

ページ４ページは、５ページ以降の進捗状況等をですね、

まとめたものといいますか、総括したものという風に私は

事前に頂いたときに理解したのですね。 

その中で特にポイントをつかんで説明をされているのだ

なあというふうに思いますけれども。 

そのページを説明していただいて、時間的にどれぐらい

の時間を設定されているのも分かりませんが、その後の質

問がもしあれば、我々も質問すればいいのかなと。 

もう読み込んでいると言われますとね、なかなか難しい

のですけれども、私も読み込んできたつもりで、１か所で

すね、先ほど課長さんの方で未訂正のところですけれど読

み込んだ関係で言いますけれども、６ページ。 

人権に関わることなのですけれども４年度の中学生人権

講演会の講演会がごんべん（言）の方ですけれど、講演会

の文字が後援会になっておりますから、そこを直しておい

ていただいて、はい。 



課長さんの説明を、せっかくですから少しお聞きして、

それから質問の方をですね、したいなと思いますがいかが

でしょう。 

横川会長 はい。それではまた国松委員と同意見かなとは思います

が、いかがでしょうか。このままそのまとめた２ページを

説明していただいた後に、御質問という形をとらせていた

だいてよろしいでしょうか。 

国松委員 はい。それからね、重要な、グラフのところを説明して

いただきたいと思いますが。 

横川会長 かしこまりました。それでは２ページ、またあのグラフ

の説明、それととても重要であろうと思われるところを御

説明いただきまして、それからの御質問とさせていただき

ますがよろしいですか。 

出井委員いかがでしょうか。 

出井委員 皆さんがよろしければ。 

横川会長 皆様いかがでしょうか。 

 ＜意見無＞ 

横川会長 はい。それでは御了解いただきましたので、そのような

形で事務局、よろしくお願いいたします。 

 

人権・男女共

同参画推進

課長 

＜資料に基づき、第４次野田市男女共同参画計画の取組状

況を説明＞ 

横川会長 取組状況について意見を求める。 

出井委員 聞きたいことは色々あるのですけれども。 

一覧番号で言うと１０番（女性のための相談）と１３番

（男性のための相談）なのですけども、１０番は非常に良

いことが分かりましたが一点、今年の９月１日時点の進捗

状況については、８月時点で４４件とありますが訂正はあ

りません。これは利用率でいうと何パーセントになるので

すか。 

というのは、１３番、これは男性のための相談は実際の

件数を言っているだけで利用率は言っていません。 

こちらの方は利用率を教えていただきたい。 

１０番の方は、２年度で６７％だったけれども、余裕が



あるので、月の相談日数を４回から３回に減らした経緯が

あったのだけれども、３年度これで７０％利用率が上がっ

たという。そういうニュアンスでよろしいでしょうか。 

非常に良い、ちゃんとした点だと思うのですね。 

それで、それをみるとして、今年８月までは４４件、こ

の４４件が利用率何パーセントか、すぐ出なければ結構で

す。出るのであれば利用率が上がっているのか。 

この４４件が利用率何パーセントが出るのであれば、利

用率上がっているのか。 

下がっているのであれば、そのあたりを何とかしなくて

はならないことになるかと思う。そのあたりの回答を事務

局から説明をお願いします。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

４年度は８月末では出ない旨を回答。 

出井委員 ８月末で４４件と書かれてますよね。人権・男女共同参

画推進課で書かれたんですよね。難しいことは言ってませ

ん。相談件数を利用の枠数で割った数が６７であり、７０

であると理解してます。それと同じように今年は４４件な

ら利用率何パーセントという単純な質問です。 

もちろん、１１月まで出るというのであれば越したこと

はないのですが。いかがでしょう。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

８月末現在も７０％という数字でございます。今現在最

新の数字でもやっぱり７０％の利用率になってございま

す。 

出井委員 ８月末で７０％というのであれば、利用回数は４４を 

０.７で割った回数で、割った数じゃない。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

月３回、相談を開催してございますので。 

出井委員 月３回で８月までなら１５回ですよね。１回あたり５件

の計算されておられますよね。５件の相談だとすると、 

７５件が母数になると思うのですよ。７５だと４４件は 

７０％じゃない。どうしてこうなるのか。 

人権・男女共

同参画推進

すみません。今７０％と言ったのですけれども、ちょっ

と計算して直します。 



課長 

出井委員 そうですね。別にクレームとかじゃなくて、数字の整合

性を伺いたい。 

同様に、施策番号１３番、男性のための相談の利用率は

どのくらいになってますでしょうか。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

男性のための相談につきましては、枠を決めて相談を受

けてございません。 

ですので、利用率につきましては、計算できない状況で

ございます。 

出井委員 出てない。３年度６回開催して６回相談ありましたとあ

りますが。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

２年度３年度の利用率につきましては、ただ今計算します

ので少しお待ちください。すみません保留させてください。 

出井委員 片方は実数と利用率が出ている、片方は出ていない。数

字の比較ができない。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

すみません利用率につきましては保留させてください。 
 
令和５年３月２２日付け回答 

○女性のための相談利用率 

令和４年度は、８月までに毎月３回、計１３回実施し

ました（祝日のあった５月と８月は２回）。 

１回最大５件、期間中最大６５件相談可能なところ、

４４件の相談で利用率は６７.７％です。 

○男性のための相談利用率 

２年度は、毎月１回、計１０回実施しました（祝日を

除く）。１回最大６件対応で、最大６０件のところ９件

の相談で、利用率１５．０％です。 

３年度は、偶数月に１回、計６回実施しました。１回

最大６件で、最大３６件のところ、６件の相談で利用率

１６．７％です。 

４年度は、『職員が随時対応しており相談回数の設定

がないため』、利用率は算出できません。 
 

 

 

出井委員 

 

分かりました。２年度と３年度。４年度は１９件に跳ね

上がったのは素晴らしいと思います。 



国松委員 国松でございます。これだけ膨大な資料ですから、読みこ

なしてそこから質問を出すということ等、かなり大変なこと

で、自分が関心を持っているところを重点的に読まざるを得

ないと思うのです。 

審議会の女性委員の数を増やしたいというような、男女共

同参画課長のそういうお願いがありましたね、意見を出して

くださいというお話でありました。 

野田市は関心を持っている方は、それなりには分かってい

らっしゃるだろうと思いますけれども、ある時期、日本で一

番男女共同参画の進んでいる、ある意味前に進んでいる市と

いうふうに私は認識していたことがあります。それはこの女

性の審議委員が、そうですね、４７～４８％ぐらいになって

いたのですね。今は３９.７０と書いてありますけど、先ほど

３７だとおっしゃって、これより少ないということが現実な

わけです。でも、千葉県では、全国は知らないですけど千葉

県では一番たくさんの女性委員を出している、そういう市な

のですね。これは男女共同参画のことをずっと勉強しており

ますと、一つのメルクマールになるわけです。その市が審議

会の女性委員を何％出せているかというのが、一番目に付く

というところで一つの判断ができるくらい重要な数字なの

です。これをやっぱり増やしていくというのは相当大変なこ

とだろうと現実には思います。 

私もどうしたら増えるかしらと色々考え、非常に熱心な市

長さんであれば、号令以下ですね、絶対４０%以上にしような

んていうことになれば、それはもうあっという間にできない

ことはないと思いますけれど、それではそれができる市とで

きない市がありますし、ほとんどの市はできませんので、そ

れで結局、地道な努力しかないかなと思っておりまして、今、

４０いくつある審議会の委員の改選の時にその担当課とそ

れから男女共同参画推進課が必ず話しあって、それで少しで

も増やすためのいい方法はないかということで、知恵を出し

合う。その知恵の中にはよく言われるのは、団体の長ではな

くて、団体の副、副会長ですかね、副会長となると、だいた

い二、三人いますから、そんな中に女性一人ぐらいは入って

いますので。あるいは事務局の誰かというような形で具体的

にやはり一つずつ丁寧に考えて積み上げていくというのが、



一番堅実な方法で効果はあるかなという風に思っておりま

す。それですので、あの面倒でしょうけれども、そういうこ

とを積み上げていって、この千葉県一位を維持しながら、目

標５０％に向かって努力していただけたらと思っておりま

す。 

出井委員 今、あの国松委員からご発言のあった、施策番号調べて

みました。７７番に該当します。 

１９ページ、７７番。これ人権・男女共同参画推進課の

方から訂正が入っていましたけども、よく分からないので

すけど、令和３年は４２審議会の数があって、３９.７％は

登用率だと、それを３７.４％に訂正と、４２のうち、女性

委員が在籍している審議委員の会数が４１件、４１件は女

性委員が登録されている。 

令和４年は同じポジションでこちらの方は３９.７％です

けども間違いないですか。人権・男女共同参画推進課にお

尋ねいたします。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

はい間違いございません。 

出井委員 分かりました。 そうすると、動きとしては４１.２％、

３７.４％、３９.７％、ほぼ４０で回復しつつあるという

ふうに理解して素晴らしいことだと思います。 

翻って我々の審議会は今日配られた資料によると 

７５％、素晴らしいですね。おそらくダントツじゃないか

と思うのですけれど。男性が４人２５％。ちょっとこれも

心細いですけれども、ただ一つ思わなければいけないの

は、数合わせで５０％にしたらいいというのではなくて、

やはり意識を持って参画して参加する委員の数を増やして

いくということがより重要でないかと思います。当たり前

のことですよね。 

色々と私が所属している団体でもそうですけど、役員の

なり手がいない場合、数合わせでこれやってよ、とこうい

う話を往々によく耳にします。一つは我々が高齢化したた

めに自分自身もしんどいし、後継者も育ってない場合、も

う持ち回りでどんどん回していこうというように、非常に

どの団体でも同じ問題点を抱えていると思っています。ま



あこれどうしようもないことですけど。 

で、女性委員の登用率を上げるという男女共同参画推進

課の方からも要請がありましたので、私自身も自分の属し

ている地域、及び団体に伝えてはおきたいと思います。 

おそらくこれは一人の属している団体の会長と副会長の

説得にかかっていると思うのですよ。 

ですから立候補してなっている役員というのはあまりい

ないのであって、持ち回りなんかやってないで、その中で

なるべく女性の方にお願いすると。そんな時間ないでしょ

うけど。世間一般の話ですけれども、６０も後半になれば

子供の手が離れてくるので ちょっと社会貢献に参加してみ

ようという方も結構いらっしゃると思います。そういうと

ころを狙っていけばいいのではないかと思います。 

すいません、補足させていただきました。 

あ、すいません。漢字の間違いは、あまり国会ではない

ので、どうでもよくはないのですが、そういうことに注意

するところではないのですが、７７番の自分が言っていた

「３年度の評価及び課題」のところ、男性委員が極端に少

ない審議会があるというのは、これ間違いですよね。女性

委員ですよね。 

男性が極端に少ない審議会なんてちょっと考えられな

い。どうですか、これも間違いじゃないですか。 

人権・男女共

同参画推進

課長 

すみません。間違えてます。ありがとうございます。 

出井委員 この程度のことは僕はいいと思うのですよ。 

漢字を若干間違えているとか、数字を若干書き方を間違

っているとか、大体合っていればいいのではないかと。そ

ういう細かなところを審議するための審議会ではないとい

う風に理解しています。 

筒井委員 今の審議会の女性委員の件ですけれども、はい。見かけ

上は野田市の審議会は女性委員が多いということなのです

けれども、一人の女性が複数の審議会の委員になっている

ということが案外多いのではないかと思うのですね。私自

身も一時は三つ兼職していたのですね。確か横川さんも多

分兼職なさってますよね。そういうことではいつになって



も新しい人材が発掘できないと思うのですね。でも私も何

期も継続して、この審議会にも出ておりますけれども、や

っぱり若い人たちに逆に参加してもらうには、その審議会

を平日のこういう時間帯に行うのはどんなものだろうかと

思うのですね。ずっと以前は、男女共同参画審議会は土曜

日にやっていたことがあるのです。そうすると若い方でも

お子さんをご主人に預けて参加できるっていうこともあり

ますし、審議会の持ち方をあの例えば夜にするとか、土日

にするとかという工夫、それから、年齢的にもある程度何

期も重ねてきた人は退任していただいて、若い方をどんど

ん開拓していくという努力がもうちょっとされていかない

と、ただ誰か推薦してくださいという待ちの姿勢では、い

つになっても同じ人が同じ審議会に居座るだけで何の改革

にもなっていかないと思うので、その辺を考えていただけ

ればいいかなと思っております。 

出井委員 何かカラオケのマイクの奪い合いみたいで恐縮なんです

けども、今ご意見、全くその通り大賛成です。ただ問題は、

質問に回答してくださるこちらの副市長以下、部課長さんた

ちは、やっぱり夜に来いとか、休みの日に出て来いと言われ

たからって、非常に負荷が大きすぎると思います。それにつ

いては、私は賛成しかねます。むしろ審議会を正規の審議会

は従来通り平日、回答者が勤務時間帯において行っていただ

くと。ただし、サブミーティング。ある意味では正規ではな

いですよね。この審議会のサブミーティングを会長の御発案

で、ぜひ集まるというようにしたら、機能するのではないか

と思いますが、いかがですか。 

サブミーティングを我々が審議委員だけで、都合のつく委

員だけ、あるいはその案件について興味のある委員だけで別

途集まるということです。部屋は貸していただけると思うの

で、そういう新しい提案です。それはその行政の方で許可し

ていただけるかどうかは別ですけども。 

そういう提案をさせていただきました。 

福祉部長 ご提案ありがとうございます。そもそも審議会自体が何

かに沿ってと言うよりも、皆さんの意見を聞いて、今回で

すと男女共同参画という部分を伸ばしていこうと。そのた

めに皆さんの意見を良く聴こうというのが目的だと言う風



に思っております。今委員さんからこのような形で新たな

ミーティングと言うような形がありましたけれども、これ

に関しては、ぜひ委員さんの意見をもう一度踏まえまして

ここだけの会議じゃなくて。本来もっと色々な意見を出し

てもらいたいという委員さんの中で、一つの新しい会議が

できればいいかという風に思っています。今後どうするか

については、即答はできないのですが、再度皆さんの意見

を聞いたり、あるいは、こういう形がいいんじゃないか

と、とりまとめて皆さんにご提案できればと考えておりま

す。皆さんよろしくお願いします。 

国松委員 今日は割と色々なアレンジで面白いと思っているのです

けれども、色々な人がよく定例会の間に協議会ですかね、そ

ういうスタイルもありますから、ぜひ考えてもらいたいと思

います。私がこれから申し上げる、２０ページと２１ページ

の一番上の段ですね。企業団体等への広報啓発の充実という

ところです。こればかりではないのですが、ちょっと今まで

見かけなかったのが目についたので、実績というところの上

から６行目、代案として男女共同参画パネル展を実施しまし

たというのがあります。 

これは、講演会はコロナ等の関係のためにできなくて、そ

れでパネル展を多分市役所のロビーという所でじゃないか

なと思ったのですけれども。 

そこでパネル展を実施いたしましたっていうのが出てお

りまして、それから２１ページの上から３枠目の７０番で、

ワークライフバランスについての広報啓発の推進、ちょっと

似たようなそこの真ん中の部分にこれで再び出ている訳で

す。これが示す通り、パネル展というのは、市役所に来た方

に見ていただけるとそれを前提にした案内ではあるのです

けれども、他所の市では、実は私船橋から来ております。他

所の市では、男女共同参画フェスティバルというようなもの

を、県ではもちろんやっておりますが、男女共同参画フェス

ティバル、男女共同参画に関わるパネル展示とか講演会と

か、グループ討議であるとか、パネルディスカッションなど

がありますね、そういう風なことがなされておりまして、

色々な形式があるのですけど、一番分かりやすいのは実行委

員会に地元の団体が属しまして、それで市役所と一緒に事を



進めていく。１年に１回、３日間とか、長いところは１週間

とか、そういう形で、これは色々なことが一度にやるのはち

ょっと面倒かもしれませんけれども、その啓蒙はもちろん書

かれてあるような形でのアピールをすごくすることができ

ます。それから参加する人はとても勉強になります。 

それで大変面倒だけども効果がある催し物と私は思って

おります。なので、展示をしたというのが目についたもので

すから。これでもう３分の１ぐらいは展示をしたということ

で実績になるわけですよね。ですからこれに色々なものを加

えていって、それでフェスティバルを開催できる場をもっと

もっと底辺からの男女共同参画に対する意識の広がりとい

うのが出てくるのではないかと思っております。 

すぐに来年やったらどうですかとは言えませんけれども、

そういうことも頭に入れながら展開していっていただけれ

ばいいかなと思います。 

横川会長 他に質問、意見があるか伺う。 

 ＜質問・意見なし＞ 

横川会長 質問、意見がないので、議題２「第４次野田市男女共同

参画計画の施策の進捗状況及び成果目標の達成状況につい

て」について、了承することとしてよろしいでしょうか。 

 ＜異議なしの声あり＞ 

横川会長 施策の進捗状況および成果目標の達成状況については報

告、了承することとします。 

事務局におきましてはただ今委員の方からの本日の活発

なたくさんのご意見頂戴いたしました。それを、今後の施

策の実行に反映させていただき、引き続き、男女共同参画

社会の実現に向け、各種施策に取り組んでいただきますよ

うお願い申し上げます。 

本日の審議案件は以上となりますが、事務局から何かあ

りますか。 

人権・男女共

同参画推進

課長補佐 

現在のところ、本年度において会議開催の予定はないこ

と、次回の審議会は、令和５年８月で市民意識調査のアンケ

ートについて諮りたいと考えていることを報告する。 



人権・男女共

同参画推進

課長 

出井委員から質問があった女性のための相談と男性のた

めの相談の利用率については、後日、何らかの形で報告する

ことを説明する。 

横川会長 議事終了につき、議長の任を解く。 

人権・男女共

同参画推進

課長補佐 

午後２時５０分、閉会を宣言。 

 


